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埼玉県におけるイベント等開催制限の一部緩和に伴う本市の対応

について

結 果

・「イベント実施等基準」に則り、感染防止安全計画、チェックリ

ストの作成、公表を行う。

・重症化リスクのある職員、妊娠している職員及び同居家族にそ

うした者がいる職員については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務

や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮をする。
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審議内容の記録（審議経過、結論等）

１ 開会

２ 議事（志木市新型コロナウイルス感染症対策本部員は、本部員と表記する。）

埼玉県におけるイベント等開催制限の一部緩和に伴う本市の対応について

外立秘書政策課長より説明後、意見交換を行った。

埼玉県では、令和３年１１月１９日に国が定める基本的対処方針が変更され

たことを受け、イベントの開催において規模要件等を設定するとともに、主催

者が感染防止安全計画を策定し、埼玉県による確認を受けた場合、人数上限等

を緩和する。また、感染防止安全計画を策定しないイベントについては、チェ

ックリストを作成し、ホームページやＳＮＳ等で公表することとした。

この要請を受けて、本市の対応としては、次のとおりイベント実施等基準を

定めて対応することとしたい。

１．市が実施するイベント

① 大声を出すイベント

【開催条件】

・屋内イベントは、収容率５０％以内とする。

・屋外イベントは、人と人との距離を１ｍ以上確保する。

・チェックリストを作成し、ホームページ等で事前に公表する

※上記を全て満たさない場合、開催不可

② 大声を出さないイベントで、以下の条件を満たすイベント

屋内：５,０００人超 かつ 収容率５０％以上

屋外：５,０００人超 かつ 人と人との距離を１ｍ以上確保できない

【開催条件】

・感染防止安全計画を策定し、埼玉県の確認を受ける。

③ ①・②以外のイベント（１００人以上）

【開催条件】

・チェックリストを作成し、ホームページ等で事前に公表する

※ ５,０００人以下であれば、収容率１００％まで可能。



２．市が補助・後援等を行うイベント

「１．市が実施するイベント」に準ずるものとし、該当するイベントに

ついては、以下のとおりとする。

①・③に該当するイベントについてはチェックリストの写しの提出を求

める。

②に該当する事業については感染防止安全計画の写しの提出を求める。

３．市民等が実施するイベント

「イベント開催時の感染防止対策チラシ」を窓口等へ掲示するなど、主

催者への周知を行う。

その他、重症化リスクの高い職員に対して、配慮をするために、次のとおり

に職員に周知することとした。

・高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある職員、妊娠している職

員及び同居家族にそうした者がいる職員については、本人の申出等を踏まえ、

在宅勤務（テレワーク）や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮をする

こと。

（本部員）

市民まつり等のイベントでは、例年、お酒を販売するが、今年は、どのよう

に取り扱うのか。

（本部員）

開催の可否、酒類の販売も含めて現在検討している段階である。

（本部員）

市が補助・後援等を行うイベントで、チェックリストの写しは誰が提出を求

めるのか。

（説明員）

補助・後援を担当する課がチェックリストの写しの提出を求め、保管する。



（本部員）

スポーツの大会は、市が後援しているケースが多くあるが、その場合、チェ

ックリストの公表は市が行うのか。

（説明員）

チェックリストの公表は、イベントの主催者が行う。

（本部員）

市が主催するイベントのチェックリストの公表方法について、市のホームペ

ージにまとめて掲載するページ等を設けるのか。

（説明員）

チェックリストの公表は、該当イベントのホームページに掲載をする。

３ 閉会


